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(57)【要約】
【課題】被写体が所望の状態になったときに撮影をした
回数をユーザが把握することができるようにする。
【解決手段】撮影により保存メモリに記録した撮影画像
中の登録人物を認識し（ステップＳ１１５）、この認識
された各登録人物の状態が、現在のカウント条件を満た
すか否かをそれぞれ判断する（ステップＳ１１６）。現
在のカウント条件を満たすと判断された各登録人物の、
現在のカウント条件に対応する撮影回数をインクリメン
トする（ステップＳ１１６）。したがって、カウント条
件として「笑顔」が設定されており、登録人物Ｂ以外の
登録人物Ａ，Ｃが現在のカウント条件「笑顔」を満たす
と判断されたとすると、登録人物Ａ，Ｃの「笑顔」にお
ける撮影回数がそれぞれインクリメントされる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮影して撮影画像を得る撮影手段と、
　所定の複数の被写体ごとの撮影回数を記憶する記憶手段と、
　前記撮影手段により得られた撮影画像において、前記所定の複数の被写体をそれぞれ認
識する認識手段と、
　前記認識手段により認識された各被写体の状態が、特定の状態であるか否かをそれぞれ
判断する判断手段と、
　前記判断手段により特定の状態であると判断された各被写体の撮影回数を、それぞれ加
算するように前記記憶手段を制御する記憶制御手段と、
　を備えることを特徴とする撮影装置。
【請求項２】
　前記特定の状態を設定する設定手段を備え、
　前記記憶手段は、前記所定の複数の被写体ごとに、複数の前記特定の状態ごとの撮影回
数を対応付けて記憶し、
　前記判断手段は、前記認識手段により認識された各被写体の状態が、前記設定された特
定の状態であるか否かをそれぞれ判断し、
　前記記憶制御手段は、前記判断手段により前記設定された特定の状態であると判断され
た被写体にそれぞれ対応し、かつ、前記設定された特定の状態に対応する撮影回数を加算
するように前記記憶手段を制御する、
　ことを特徴とする請求項１記載の撮影装置。
【請求項３】
　前記設定手段は、前記特定の状態として、所定の複数の状態の中から少なくとも１つを
設定する、ことを特徴とする請求項２記載の撮影装置。
【請求項４】
　前記設定手段は、前記特定の状態として、笑顔状態、主役状態、アップ状態、ツーショ
ット状態、特定人物とのショット状態のうち少なくとも１つを設定する、ことを特徴とす
る請求項３記載の撮影装置。
【請求項５】
　前記ツーショット状態とは、前記所定の複数の被写体の中における第１の被写体と第２
の被写体とが同時に前記撮影画像に含まれている状態である、ことを特徴とする請求項４
記載の撮影装置。
【請求項６】
　前記特定人物とのショット状態とは、前記所定の複数の被写体の中における、特定の被
写体と、当該特定の被写体以外の任意の被写体と、が同時に前記撮影画像に含まれている
状態である、ことを特徴とする請求項４記載の撮影装置。
【請求項７】
　前記所定の複数の被写体ごとの撮影回数を、前記記憶手段から読み出して表示する表示
手段を、備えることを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の撮影装置。
【請求項８】
　前記表示手段は、前記所定の複数の被写体ごとの撮影回数であって、前記設定手段によ
り設定されている特定の状態に対応する撮影回数を、前記記憶手段から読み出して表示す
る、ことを特徴とする請求項７記載の撮影装置。
【請求項９】
　前記記憶手段に記憶されている撮影回数に応じて、当該撮影回数の表示形態を変更する
よう前記表示手段を制御する表示制御手段を備える、ことを特徴とする請求項７又は８記
載の撮影装置。
【請求項１０】
　前記記憶手段に記憶されている撮影回数に基づき、撮影条件を制御する撮影制御手段を
、備えることを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の撮影装置。
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【請求項１１】
　前記撮影手段は、焦点を合わせるためのフォーカスレンズを備え、
　前記撮影制御手段は、前記記憶手段に記憶されている撮影回数が所定値を下回る被写体
に焦点を合わせるよう前記フォーカスレンズを駆動させる、
　ことを特徴とする請求項１０記載の撮影装置。
【請求項１２】
　前記撮影制御手段は、前記撮影画像から、前記記憶手段に記憶されている撮影回数が所
定値を下回る被写体の位置をズーム中心位置としてデジタルズーム領域を切り出し、該デ
ジタルズーム領域の画像データを取り込む画像取り込む、
　ことを特徴とする請求項１０記載の撮影装置。
【請求項１３】
　撮影画像を記憶した画像記憶手段と、
　この画像記憶手段に記憶された撮影画像における、特定の状態の画像枚数を所定の複数
の被写体ごとに記憶した枚数記憶手段と、
　この枚数記憶手段に画像枚数が記憶された前記複数の被写体を各々示す画像を表示させ
る第１の表示制御手段と、
　この第１の表示制御手段の制御により表示された前記複数の被写体を各々示す画像ごと
に、前記枚数記憶手段に記憶されている画像枚数を表示させる第２の表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする画像再生装置。
【請求項１４】
　前記枚数記憶手段は、前記画像記憶手段に記憶された撮影画像における、複数の前記特
定の状態ごとであって、所定の複数の被写体ごとに画像枚数を記憶してなり、
　前記枚数記憶手段に画像枚数が記憶された前記複数の特定の状態のいずれかを指定する
状態指定手段を備え、
　前記第２の表示制御手段は、第１の表示制御手段の制御により表示された前記複数の被
写体を各々示す画像ごとに、前記状態指定手段により指定されたいずれかの特定の状態に
おける画像枚数を表示させる、ことを特徴とする請求項１３記載の画像再生装置。
【請求項１５】
　前記第１の表示制御手段の制御により表示された前記複数の被写体を各々示す画像のい
ずれかを指定する被写体指定手段をさらに備え、
　この被写体指定手段により指定された被写体であって、前記状態指定手段により指定さ
れた状態の撮影画像を前記画像記憶手段から読み出して、その少なくともその一部を表示
させる第３の表示制御手段を備えることを特徴とする請求項１４記載の画像再生装置。
【請求項１６】
　前記第３の表示制御手段の制御により表示された複数の画像のいずれか指定する画像指
定手段をさらに備え、
　この画像指定手段により指定された画像に対応する撮影画像を前記画像記憶手段から読
み出して、全画面表示させる第４の表示制御手段を備えることを特徴とする請求項１５記
載の画像再生装置。
【請求項１７】
　前記枚数記憶手段が記憶する前記特定の状態には、笑顔状態、主役状態、アップ状態、
ツーショット状態、特定人物とのショット状態のうち少なくとも１つが含まれることを特
徴とする請求項１３から１６にいずれか記載の画像再生装置。
【請求項１８】
　前記ツーショット状態とは、前記所定の複数の被写体の中における第１の被写体と第２
の被写体とが同時に前記撮影画像に含まれている状態である、ことを特徴とする請求項１
７記載の画像再生装置。
【請求項１９】
　前記特定人物とのショット状態とは、前記所定の複数の被写体の中における、特定の被
写体と、当該特定の被写体以外の任意の被写体と、が同時に前記撮影画像に含まれている
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状態である、ことを特徴とする請求項１７記載の画像再生装置。
【請求項２０】
　被写体を撮影して撮影画像を得る撮影手段を備える撮像装置が有するコンピュータを、
　所定の複数の被写体ごとの撮影回数を記憶する記憶手段と、
　前記撮影手段により得られた撮影画像において、前記所定の複数の被写体をそれぞれ認
識する認識手段と、
　前記認識手段により認識された各被写体の状態が、特定の状態であるか否かをそれぞれ
判断する判断手段と、
　前記判断手段により特定の状態であると判断された各被写体の撮影回数を、それぞれ加
算するように前記記憶手段を制御する記憶制御手段と、
　して機能させることを特徴とする撮影制御プログラム。
【請求項２１】
　撮影画像を記憶した画像記憶手段と、この画像記憶手段に記憶された撮影画像における
、特定の状態の画像枚数を所定の複数の被写体ごとに記憶した枚数記憶手段とを備える画
像再生装置が有するコンピュータを、
　前記枚数記憶手段に画像枚数が記憶された前記複数の被写体を各々示す画像を表示させ
る第１の表示制御手段と、
　この第１の表示制御手段の制御により表示された前記複数の被写体を各々示す画像ごと
に、前記枚数記憶手段に記憶されている画像枚数を表示させる第２の表示制御手段と、
　して機能させることを特徴とする画像再生プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影装置、撮影制御プログラム、並びに画像再生装置、画像再生プログラム
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮影の度に、複数の被写体ごとに取り付けたＩＣタグから、被写体ＩＤを読み出
すことで、各被写体の撮影回数をカウントするカメラが知られている（例えば、特許文献
１参照）。かかるカメラによれば、ユーザは、各被写体の撮影回数を把握することができ
る。
【特許文献１】特開２００６－１７４０１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前述の技術においては、撮影がなされる度に、被写体の状態によらず撮
影回数をカウントしていく。そのため、ユーザにおいて被写体が所望の状態になったとき
を狙って撮影した回数を把握できないという問題があった。
【０００４】
　本発明は、かかる従来の課題に鑑みてなされたものであり、被写体が所望の状態になっ
たときに撮影をした回数を把握することのできる撮影装置、撮影制御プログラム、並びに
画像再生装置、画像再生プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記課題を解決するため請求項１記載の発明に係る撮影装置にあっては、被写体を撮影
して撮影画像を得る撮影手段と、所定の複数の被写体ごとの撮影回数を記憶する記憶手段
と、前記撮影手段により得られた撮影画像において、前記所定の複数の被写体をそれぞれ
認識する認識手段と、前記認識手段により認識された各被写体の状態が、特定の状態であ
るか否かをそれぞれ判断する判断手段と、前記判断手段により特定の状態であると判断さ
れた各被写体の撮影回数を、それぞれ加算するように前記記憶手段を制御する記憶制御手
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段と、を備えることを特徴とする。
【０００６】
　また、請求項２記載の発明に係る撮影装置にあっては、前記特定の状態を設定する設定
手段を備え、前記記憶手段は、前記所定の複数の被写体ごとに、複数の前記特定の状態ご
との撮影回数を対応付けて記憶し、前記判断手段は、前記認識手段により認識された各被
写体の状態が、前記設定された特定の状態であるか否かをそれぞれ判断し、前記記憶制御
手段は、前記判断手段により前記設定された特定の状態であると判断された被写体にそれ
ぞれ対応し、かつ、前記設定された特定の状態に対応する撮影回数を加算するように前記
記憶手段を制御する、ことを特徴とする。
【０００７】
　また、請求項３記載の発明に係る撮影装置にあっては、前記設定手段は、前記特定の状
態として、所定の複数の状態の中から少なくとも１つを設定する、ことを特徴とする。
【０００８】
　また、請求項４記載の発明に係る撮影装置にあっては、前記設定手段は、前記特定の状
態として、笑顔状態、主役状態、アップ状態、ツーショット状態、特定人物とのショット
状態のうち少なくとも１つを設定する、ことを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項５記載の発明に係る撮影装置にあっては、前記ツーショット状態とは、前
記所定の複数の被写体の中における第１の被写体と第２の被写体とが同時に前記撮影画像
に含まれている状態である、ことを特徴とする。
【００１０】
　また、請求項６記載の発明に係る撮影装置にあっては、前記特定人物とのショット状態
とは、前記所定の複数の被写体の中における、特定の被写体と、当該特定の被写体以外の
任意の被写体と、が同時に前記撮影画像に含まれている状態である、ことを特徴とする。
【００１１】
　また、請求項７記載の発明に係る撮影装置にあっては、前記所定の複数の被写体ごとの
撮影回数を、前記記憶手段から読み出して表示する表示手段を、備えることを特徴とする
。
【００１２】
　また、請求項８記載の発明に係る撮影装置にあっては、前記表示手段は、前記所定の複
数の被写体ごとの撮影回数であって、前記設定手段により設定されている特定の状態に対
応する撮影回数を、前記記憶手段から読み出して表示する、ことを特徴とする。
【００１３】
　また、請求項９記載の発明に係る撮影装置にあっては、前記記憶手段に記憶されている
撮影回数に応じて、当該撮影回数の表示形態を変更するよう前記表示手段を制御する表示
制御手段を備える、ことを特徴とする。
【００１４】
　また、請求項１０記載の発明に係る撮影装置にあっては、前記記憶手段に記憶されてい
る撮影回数に基づき、撮影条件を制御する撮影制御手段を、備えることを特徴とする。
【００１５】
　また、請求項１１記載の発明に係る撮影装置にあっては、前記撮影手段は、焦点を合わ
せるためのフォーカスレンズを備え、前記撮影制御手段は、前記記憶手段に記憶されてい
る撮影回数が所定値を下回る被写体に焦点を合わせるよう前記フォーカスレンズを駆動さ
せる、ことを特徴とする。
【００１６】
　また、請求項１２記載の発明に係る撮影装置にあっては、前記撮影手段は、前記撮影画
像から、指示されたズーム中心位置に基づくデジタルズーム領域を切り出し、該デジタル
ズーム領域の画像データを取り込む画像取り込み手段を備え、前記撮影制御手段は、前記
記憶手段に記憶されている撮影回数が所定値を下回る被写体の位置を、前記ズーム中心位
置として、前記画像取り込み手段に対し指示する、ことを特徴とする。
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【００１７】
　また、請求項１３記載の発明に係る画像再生装置にあっては、撮影画像を記憶した画像
記憶手段と、この画像記憶手段に記憶された撮影画像における、特定の状態の画像枚数を
所定の複数の被写体ごとに記憶した枚数記憶手段と、この枚数記憶手段に画像枚数が記憶
された前記複数の被写体を各々示す画像を表示させる第１の表示制御手段と、この第１の
表示制御手段の制御により表示された前記複数の被写体を各々示す画像ごとに、前記枚数
記憶手段に記憶されている画像枚数を表示させる第２の表示制御手段と、を備えることを
特徴とする。
【００１８】
　また、請求項１４記載の発明に係る画像再生装置にあっては、前記枚数記憶手段は、前
記画像記憶手段に記憶された撮影画像における、複数の前記特定の状態ごとであって、所
定の複数の被写体ごとに画像枚数を記憶してなり、前記枚数記憶手段に画像枚数が記憶さ
れた前記複数の特定の状態のいずれかを指定する状態指定手段を備え、前記第２の表示制
御手段は、第１の表示制御手段の制御により表示された前記複数の被写体を各々示す画像
ごとに、前記状態指定手段により指定されたいずれかの特定の状態における画像枚数を表
示させる、ことを特徴とする。
【００１９】
　また、請求項１５記載の発明に係る画像再生装置にあっては、前記第１の表示制御手段
の制御により表示された前記複数の被写体を各々示す画像のいずれかを指定する被写体指
定手段をさらに備え、この被写体指定手段により指定された被写体であって、前記状態指
定手段により指定された状態の撮影画像を前記画像記憶手段から読み出して、その少なく
ともその一部を表示させる第３の表示制御手段を備えることを特徴とする。
【００２０】
　また、請求項１６記載の発明に係る画像再生装置にあっては、前記第３の表示制御手段
の制御により表示された複数の画像のいずれか指定する画像指定手段をさらに備え、この
画像指定手段により指定された画像に対応する撮影画像を前記画像記憶手段から読み出し
て、全画面表示させる第４の表示制御手段を備えることを特徴とする。
【００２１】
　また、請求項１７記載の発明に係る画像再生装置にあっては、前記枚数記憶手段が記憶
する前記特定の状態には、笑顔状態、主役状態、アップ状態、ツーショット状態、特定人
物とのショット状態のうち少なくとも１つが含まれることを特徴とする。
【００２２】
　また、請求項１８記載の発明に係る画像再生装置にあっては、前記ツーショット状態と
は、前記所定の複数の被写体の中における第１の被写体と第２の被写体とが同時に前記撮
影画像に含まれている状態である、ことを特徴とする。
【００２３】
　また、請求項１９記載の発明に係る画像再生装置にあっては、前記特定人物とのショッ
ト状態とは、前記所定の複数の被写体の中における、特定の被写体と、当該特定の被写体
以外の任意の被写体と、が同時に前記撮影画像に含まれている状態である、ことを特徴と
する。
【００２４】
　また、請求項２０記載の発明に係る撮影制御プログラムにあっては、被写体を撮影して
撮影画像を得る撮影手段を備える撮像装置が有するコンピュータを、所定の複数の被写体
ごとの撮影回数を記憶する記憶手段と、前記撮影手段により得られた撮影画像において、
前記所定の複数の被写体をそれぞれ認識する認識手段と、前記認識手段により認識された
各被写体の状態が、特定の状態であるか否かをそれぞれ判断する判断手段と、前記判断手
段により特定の状態であると判断された各被写体の撮影回数を、それぞれ加算するように
前記記憶手段を制御する記憶制御手段と、して機能させることを特徴とする。
【００２５】
　また、請求項２１記載の発明に係る画像再生プログラムにあっては、撮影画像を記憶し
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た画像記憶手段と、この画像記憶手段に記憶された撮影画像における、特定の状態の画像
枚数を所定の複数の被写体ごとに記憶した枚数記憶手段とを備える画像再生装置が有する
コンピュータを、前記枚数記憶手段に画像枚数が記憶された前記複数の被写体を各々示す
画像を表示させる第１の表示制御手段と、この第１の表示制御手段の制御により表示され
た前記複数の被写体を各々示す画像ごとに、前記枚数記憶手段に記憶されている画像枚数
を表示させる第２の表示制御手段と、して機能させることを特徴とする。
【００２６】
　また、請求項２２記載の発明に係る撮影方法にあっては、被写体を撮影して撮影画像を
得る撮影ステップと、所定の複数の被写体ごとの撮影回数を記憶する記憶ステップと、前
記撮影手段により得られた撮影画像において、前記所定の複数の被写体をそれぞれ認識す
る認識ステップと、前記認識ステップにより認識された各被写体の状態が、特定の状態で
あるか否かをそれぞれ判断する判断ステップと、前記判断ステップにより特定の状態であ
ると判断された各被写体の撮影回数を、それぞれ加算するように前記記憶手段を制御する
記憶制御ステップと、を含むことを特徴とする。
【００２７】
　また、請求項２３記載の発明に係る画像再生方法にあっては、撮影画像を記憶した画像
記憶手段と、この画像記憶手段に記憶された撮影画像における、特定の状態の画像枚数を
所定の複数の被写体ごとに記憶した枚数記憶手段とを備える画像再生装置における画像再
生方法であって、この枚数記憶手段に画像枚数が記憶された前記複数の被写体を各々示す
画像を表示させる第１の表示制御ステップと、この第１の表示制御ステップにより表示さ
れた前記複数の被写体を各々示す画像ごとに、前記枚数記憶手段に記憶されている画像枚
数を表示させる第２の表示制御ステップと、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、被写体が所望の状態になったときにおける撮影回数をユーザに把握さ
せることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の一実施の形態を図に従って説明する。
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の各実施の形態に共通するデジタルカメラ１の電子回路構成を示す図で
ある。このデジタルカメラ１は、基本モードである撮影モードにおいて、ズームレンズ１
２－１を移動させて光学ズーム動作を行わせるズーム駆動部１１－１、フォーカスレンズ
１２－２を移動させて合焦動作を行わせるＡＦ駆動部１１－２、ズームレンズ１２－１及
びフォーカスレンズ１２－２を含む撮像レンズ２を構成するレンズ光学系１２、撮像素子
であるＣＣＤ１３、タイミング発生器（ＴＧ）１４、垂直ドライバ１５、サンプルホール
ド回路（Ｓ／Ｈ）１６、Ａ／Ｄ変換器１７、カラープロセス回路１８、ＤＭＡ（Direct M
emory Access）コントローラ１９、ＤＲＡＭインターフェイス（Ｉ／Ｆ）２０、ＤＲＡＭ
２１を備えていている。また、制御部２２、ＶＲＡＭコントローラ２３、ＶＲＡＭ２４、
デジタルビデオエンコーダ２５、表示部２６、ＪＰＥＧ（Joint Photograph cording Exp
erts Group）回路２７、保存メモリ２８を備えているとともに、顔検出部２９－１、顔認
識部２９－２、データベース２９－３、及びキー入力部３０を備えている。
【００３０】
　撮影モードでのモニタリング状態においては、ズーム駆動部１１－１は、光学ズーム指
示があると制御部２２からの制御信号に基づいて、図示しないズームレンズ駆動モータを
駆動してズームレンズ１２－１を光軸に沿って前後に移動させることによりＣＣＤ１３に
結像させる画像の倍率そのものを変化させる。また、ＡＦ駆動部１１－２は図示しないフ
ォーカスレンズ駆動モータを駆動してフォーカスレンズ１２－２を移動させる。そして、
前記撮像レンズ２を構成するレンズ光学系１２の撮影光軸後方に配置された撮像素子であ
るＣＣＤ１３が、タイミング発生器（ＴＧ）１４、垂直ドライバ１５によって走査駆動さ
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れ、一定周期ごとに結像した光像に対応する光電変換出力を１フレーム分出力する。
【００３１】
　ＣＣＤ１３は被写体の二次元画像を撮像する固体撮像デバイスであり、典型的には毎秒
数十フレームの画像を撮像する。なお、撮像素子はＣＣＤに限定されずＣＭＯＳ（Comple
mentary Metal Oxide Semiconductor）などの固体撮像デバイスでもよい。
【００３２】
　この光電変換出力は、アナログ値の信号の状態でＲＧＢの各原色成分ごとに適宜ゲイン
調整された後に、サンプルホールド回路（Ｓ／Ｈ）１６でサンプルホールドされ、Ａ／Ｄ
変換器１７でデジタルデータ（画素）に変換され、カラープロセス回路１８で画像補間処
理及びγ補正処理を含むカラープロセス処理が行われて、デジタル値の輝度信号Ｙ及び色
差信号Ｃｂ、Ｃｒが生成され、ＤＭＡ（Direct Memory Access）コントローラ１９に出力
される。
【００３３】
　ＤＭＡコントローラ１９は、カラープロセス回路１８の出力する輝度信号Ｙ及び色差信
号Ｃｂ、Ｃｒを、同じくカラープロセス回路１８からの複合（composite）同期信号、メ
モリ書き込みイネーブル信号、及びクロック信号を用いてＤＲＡＭインターフェイス（Ｉ
／Ｆ）２０を介してバッファメモリとして使用されるＤＲＡＭ２１にＤＭＡ転送する。
【００３４】
　制御部２２は、このデジタルカメラ１全体の制御動作を司るものであり、ＣＰＵ若しく
はＭＰＵ（以下、ＣＰＵ）と、後述するフローチャートに示す処理を実行するためのプロ
グラム等を記憶したフラッシュメモリ等のプログラム格納メモリ、及びワークメモリとし
て使用されるＲＡＭ等により構成される。そして、前記輝度及び色差信号のＤＲＡＭ２１
へのＤＭＡ転送終了後に、この輝度及び色差信号をＤＲＡＭインターフェイス２０を介し
てＤＲＡＭ２１から読出し、ＶＲＡＭコントローラ２３を介してＶＲＡＭ２４に書込む。
【００３５】
　また、制御部２２は、キー入力部３０からの状態信号に対応してフラッシュメモリ等の
プログラム格納用メモリに格納されている各モードに対応の処理プログラムやメニューデ
ータを取り出して、デジタルカメラ１の各機能の実行制御、具体的には撮影動作や、光学
ズーム時のズームレンズの動作制御や、デジタルズーム、スルー表示、自動合焦、撮影、
記録、及び記録した画像の再生・表示等の実行制御等や機能選択時の機能選択メニューの
表示制御、設定画面の表示制御等を行う。
【００３６】
　デジタルビデオエンコーダ２５は、前記輝度及び色差信号をＶＲＡＭコントローラ２３
を介してＶＲＡＭ２４から定期的に読み出し、これらのデータを基にビデオ信号を生成し
て前記表示部２６に出力する。表示部２６は、上述したように撮影モード時にはモニタ表
示部（電子ファインダ）として機能するもので、デジタルビデオエンコーダ２５からのビ
デオ信号に基づいた表示を行うことで、その時点でＶＲＡＭコントローラ２３から取り込
んでいる画像情報に基づく画像をリアルタイムに表示する。
【００３７】
　制御部２２は撮影指示に応じてその時点でＣＣＤ１３から取り込んでいる１フレーム分
の輝度及び色差信号のＤＲＡＭ２１へのＤＭＡ転送の終了後、直ちにＣＣＤ１３からのＤ
ＲＡＭ２１への経路を停止し、記録保存の状態に遷移する。
【００３８】
　この保存記録の状態では、制御部２２がＤＲＡＭ２１に書き込まれている１フレーム分
の輝度及び色差信号をＤＲＡＭインターフェイス２０を介してＹ、Ｃｂ、Ｃｒのコンポー
ネントごとに縦８画素×横８画素の基本ブロックと呼称される単位で読み出してＪＰＥＧ
回路２７に書込み、このＪＰＥＧ回路２７でＡＤＣＴ（Adaptive Discrete Cosine Trans
form：適応離散コサイン変換）、エントロピー符号化方式であるハフマン符号化等の処理
によりデータ圧縮する。そして得た符号データを１画像のデータファイルとしてＪＰＥＧ
回路２７から読出し、保存メモリ２８に記録保存する。また、１フレーム分の輝度及び色



(9) JP 2009-290819 A 2009.12.10

10

20

30

40

50

差信号の圧縮処理及び保存メモリ２８への全圧縮データの書込み終了に伴って、制御部２
２はＣＣＤ１３からＤＲＡＭ２１への経路を再び起動する。また、制御部２２は、フレー
ムデータからデジタルズーム領域の画像データを取り込むデジタルズームを行う。すなわ
ち、制御部２２は、デジタルズーム領域の中心であるズーム中心位置を取得し、フレーム
データから該ズーム中心位置を中心とした画像データを切り出してデジタルズームを行う
。
【００３９】
　また、基本モードである再生モード時には、制御部２２が保存メモリ２８に記録されて
いる画像データを選択的に読出し、ＪＰＥＧ回路２７で画像撮影モード時にデータ圧縮し
た手順と全く逆の手順で圧縮されている画像データを伸張し、伸張した画像データを、Ｖ
ＲＡＭコントローラ２３を介してＶＲＡＭ２４に展開して記憶させた上で、このＶＲＡＭ
２４から定期的に読出し、これらの画像データを元にビデオ信号を生成して表示部２６で
再生出力させる。
【００４０】
　なお、表示部２６には、透明のタッチパネル３１が積層されており、タッチパネル３１
はタッチ位置を検出して制御部２２に入力する。
【００４１】
　前記ＪＰＥＧ回路２７は複数の圧縮率に対応しており、圧縮率に対応させて記憶するモ
ードには圧縮率の低い高解像度（一般に、高精細、ファイン、ノーマルなどと呼ばれる）
に対応するモードと圧縮率の高い低解像度（一般にエコノミーなどと呼ばれる）モードが
ある。また、高画素数から低画素数にも対応している。例えば、ＳＸＧＡ（１６００×１
２００）、ＸＧＡ（１０２４×７８６）、ＳＶＧＡ（８００×６００）、ＶＧＡ（６４０
×４８０）、ＱＶＧＡ（３２０×２４０）等と呼ばれる記録画素サイズがある。
【００４２】
　保存メモリ２８は、内蔵メモリ（フラッシュメモリ）やハードディスク、あるいは着脱
可能なメモリカード等の記録媒体からなり画像データや撮影情報等を保存記録する。
【００４３】
　顔検出部２９－１は、１フレーム分の画像から顔（顔領域を含む）を検出し、顔の特徴
データ（図２（ｂ）参照）を抽出する。顔が複数あった場合、すなわち、１フレーム内に
複数の顔が写っている場合は複数の人物の顔をそれぞれ検出し、それぞれの顔の特徴デー
タを抽出する。顔の検出方法は公知の方法を用いることもできる。例えば、特開２００３
－２７４２７１号公報に記載の技術や特開２０００―３００３３号公報に記載の技術のよ
うに１フレーム中から人物の顔領域を検出する技術等を適宜採用することができる。なお
、この顔検出処理のために専用の回路を設けても良いし制御部２２で顔検出用プログラム
を実行させるようにしてもよい。
【００４４】
　顔認識部２９－２は、顔検出部２９－１で抽出された顔の特徴データとデータベース２
９－３の顔認識テーブルの顔認識レコードに記憶されている特徴データと比較して類似度
を判定し、検出された顔がどの個人の顔であるかを特定して当該個人を特定する。類似度
の判定には、例えば、検出した顔の特徴データと登録済みの人物の顔の特徴データの差分
から距離を求め、距離が所定閾値以下の場合に当該人物と判定する。
【００４５】
　データベース２９－３は、個人の顔認識データや画質パラメータ等からなる顔認識レコ
ードを複数記憶してなる顔認識テーブルや照合用画像データを格納してなり、顔認識部２
９－２によって参照される。データベース２９－３は、ユーザのキー入力操作によって新
規登録、調整、又は削除等の更新が可能である。
【００４６】
　キー入力部３０は、モードダイアル、カーソルキー、ＳＥＴキー、ズームボタン（Ｗボ
タン、Ｔボタン）、シャッタキー、及び電源ボタン等と、それらのキーが操作されると操
作されたキーの操作信号を生成して制御部２２に送出するキー処理部（図示せず）等から
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構成されている。
【００４７】
　モードダイアルは撮影モードや再生モードの選択を行うものである。ユーザはモードダ
イアルを操作して、通常撮影モード、後述する撮影回数カウントモード等の撮影モードを
選択することができる。カーソルキーはモード設定やメニュー選択等に際して表示部２６
に表示されるメニューやアイコン等をカーソルでポイントを指定する際に操作するキーで
あり、カーソルキーの操作によりカーソルを上下又は左右に移動させることができる。ま
た、ＳＥＴキーはカーソルキーによってカーソル表示されている項目を選択設定する際に
押されるキーである。ズームボタンは、ズーム操作に用いられ、光学ズームの場合はズー
ムボタン（Ｗボタン又はＴボタン）の操作に対応してズームレンズ（可変焦点距離レンズ
）１２－１がワイド側またテレ側に移動されズームボタンの操作に対応してズーム値が決
定され、ズーム値の変化に追従して画角が実際に変化し、表示部２６にはワイド（広角）
画像又はテレ（望遠）画像が表示される。
【００４８】
　シャッタキーは、撮影時にレリーズ操作を行うもので、２段階のストロークを有してお
り、１段目の操作（半押し状態）でオートフォーカス（ＡＦ）と自動露出（ＡＥ）を行わ
せるための合焦指示信号を発生し、２段目の操作（全押し状態）で撮影処理を行うための
撮影指示信号を発生する。
【００４９】
　図２はデータベース２９－３に設けられた顔認識テーブル４０の構成を示す図である。
この顔認識テーブル４０は、個人の名前や顔の特徴データ、照合用顔画像を取り出すため
のポインタ、画質パラメータ等を登録した顔認識レコードを複数記憶している。そして、
図２（ａ）に示すように、顔認識レコードを識別するための個人ＩＤを記憶する個人ＩＤ
欄４１、個人ごとに名前を識別するための識別データである個人データを記録する個人デ
ータ欄４２、顔の特徴データを記録する特徴データ欄４４、照合画像ポインタを記憶する
照合画像ポインタ欄４５、各個人の顔画像を記憶する顔画像欄４６を有している。
【００５０】
　特徴データ欄４４は、更に、図２（ｂ）に示すように顔の各部位（目、鼻、口、耳、額
顎、・・・等）の位置を記憶する位置欄４４－１、各部位のサイズを記憶するサイズ欄４
４－２、各部分の角度を記憶する角度欄４４－３、顔の各部位間の相対関係（例えば、左
右の目の間隔、顔の横サイズとの比率等）を記憶する相対関係欄４４－４等を示すデータ
からなり、顔認識部２９－２で抽出した各特徴データと比較され類似判定される。
【００５１】
　また、サイズ欄４４－２における口のサイズには、図２（ｃ）に示すように、通常時の
口のサイズである通常口サイズＭＡと笑顔時の口のサイズである笑顔口サイズＭＢとが記
憶されている。したがって、本実施の形態においては、当該撮影された個人Ａ、Ｂ、Ｃの
いずれかであるかを判定した後、口サイズが通常口サイズＭＡと笑顔口サイズＭＢのいず
れであるかを判定することにより、当該判定された個人Ａ、Ｂ、Ｃが笑顔であるか否かを
判定することができる。
【００５２】
　なお、本実施の形態においては、このように口サイズに基づき、笑顔であるか否かの判
定である笑顔判定を行うようにしたが、笑顔判定の方法は、これに限ることなく、如何な
る方法であってもよい。また、照合画像ポインタ欄４５は、個人の顔画像を記憶した顔画
像欄４６における照合用の画像データの格納先の先頭アドレスである
【００５３】
　そして、撮影中あるいは撮影後に、顔検出部２９－１がフレーム内の画像における人物
の顔を検出し、顔の特徴データを抽出すると、顔認識部２９－２は抽出された特徴データ
をデータベース２９－３の顔認識テーブル４０を構成する各顔認識レコードの特徴データ
欄４４に記憶されている特徴データと比較し、類似度の最も大きな顔認識レコードに登録
されている個人を検出された顔の人物として特定する。
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【００５４】
　なお、以下の説明においては、顔認識テーブル４０に前記データが記憶されている人物
を登録人物という。
【００５５】
　図３及び図４は、本実施の形態において保存メモリ２８又は制御部２２内のＲＡＭに設
けられる第１～第６テーブル５１～５６を示す図である。
【００５６】
　図３（ａ）に示す第１テーブル５１には、登録人物Ａ、Ｂ、Ｃごとに「笑顔」、「主役
」、「アップ」、「ツーショット」、「特定人物」、「合計」の各撮影回数が記憶される
。なお、これら「笑顔」～「合計」は、下記事項を意味する。
「笑顔」：当登録人物が笑顔である撮影画像の枚数（撮影回数）。
「主役」：画像面積に対する顔領域の面積が所定未満であるが（後述する「アップ」では
ないが）、複数の人物のうち、最も当該登録人物の顔が大きく撮影されている撮影画像の
枚数（撮影回数）。
「アップ」：画像面積に対する当該登録人物の顔領域の面積が所定以上である撮影画像の
枚数（撮影回数）。
「ツーショット」：当該登録人物と予め選択された他の登録人物との二名（ペア）のみか
らなる撮影画像の枚数（撮影回数）。
「特定人物」：当該登録人物を特定人物として、この特定人物と他の登録人物とを含む（
ツーショットでなくてもよい）撮影画像の枚数（撮影回数）。
「合計」：当該人物における「笑顔」～「特定人物」を合計した撮影画像の枚数（撮影回
数）。
【００５７】
　図３（ｂ）に示す第２テーブル５２には、各登録人物Ａ、Ｂ、Ｃがメインである場合の
撮影枚数（撮影回数）が、他の登録人物とのペアごとに記憶されるとともに、これらの合
計枚数（撮影回数）が記憶される。つまり、Ａがメインの撮影枚数は、当該「Ａがペア」
である場合を除き、「Ｂがペア」、「Ｃがペア」の撮影枚数と、これらの合計撮影枚数（
撮影回数）が記憶される。
【００５８】
　図４（ａ）に示す第３テーブル５３には、各登録人物Ａ、Ｂ、Ｃの撮影枚数（撮影回数
）が「笑顔ａｎｄ主役」、「笑顔ａｎｄアップ」、「笑顔ａｎｄツーショット」、「笑顔
ａｎｄ特定人物」ごとに記憶される。これら「笑顔ａｎｄ主役」～「笑顔ａｎｄ特定人物
」は下記事項を意味する。
「笑顔ａｎｄ主役」：当該人物が「笑顔」で、かつ「主役」である撮影画像の枚数（撮影
回数）。
「笑顔ａｎｄアップ」：当該人物が「笑顔」で、かつ「アップ」である撮影画像の枚数（
撮影回数）。
「笑顔ａｎｄツーショット」：当該人物が「笑顔」で、かつ「ツーショット」である撮影
画像の枚数（撮影回数）。
「笑顔ａｎｄ特定人物」：当該人物が「笑顔」で、かつ「特定人物」である撮影画像の枚
数（撮影回数）。
【００５９】
　図４（ｂ）に示す第４テーブル５４には、各登録人物Ａ、Ｂ、Ｃの撮影枚数（撮影回数
）が「主役ａｎｄアップ」、「主役ａｎｄツーショット」、「主役ａｎｄ特定人物」ごと
に記憶される。これら「主役ａｎｄアップ」～「主役ａｎｄ特定人物」は下記事項を意味
する。
「主役ａｎｄアップ」：当該人物が「主役」で、かつ「アップ」である撮影画像の枚数（
撮影回数）。
「主役ａｎｄツーショット」：当該人物が「主役」で、かつ「ツーショット」である撮影
画像の枚数（撮影回数）。
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「主役ａｎｄ特定人物」：当該人物が「主役」で、かつ「特定人物」である撮影画像の枚
数（撮影回数）。
【００６０】
　図４（ｃ）に示す第５テーブル５５には、各登録人物Ａ、Ｂ、Ｃの撮影枚数（撮影回数
）が「アップａｎｄツーショット」及び「アップａｎｄ特定人物」ごとに記憶される。こ
れら「アップａｎｄツーショット」、「アップａｎｄ特定人物」は下記事項を意味する。
「アップａｎｄツーショット」：当該人物が「アップ」で、かつ「ツーショット」である
撮影画像の枚数（撮影回数）。
「アップａｎｄ特定人物」：当該人物が「アップ」で、かつ「特定人物」である撮影画像
の枚数（撮影回数）。
【００６１】
　図４（ｄ）に示す第６テーブル５６には、各登録人物Ａ、Ｂ、Ｃの撮影枚数（撮影回数
）が「笑顔ａｎｄ主役ａｎｄアップ」、「笑顔ａｎｄ主役ａｎｄツーショット」、「笑顔
ａｎｄ主役ａｎｄ特定人物」ごとに記憶される。これら「笑顔ａｎｄ主役ａｎｄアップ」
～「笑顔ａｎｄ主役ａｎｄ特定人物」は下記事項を意味する。
「笑顔ａｎｄ主役ａｎｄアップ」：当該人物が「笑顔」かつ「主役」で、さらに「アップ
」である撮影画像の枚数（撮影回数）。
「笑顔ａｎｄ主役ａｎｄツーショット」：当該人物が「笑顔」かつ「主役」で、さらに「
ツーショット」である撮影画像の枚数（撮影回数）。
「笑顔ａｎｄ主役ａｎｄ特定人物」：当該人物が「笑顔」かつ「主役」で、さらに「特定
人物」である撮影画像の枚数（撮影回数）。
【００６２】
　以上の構成に係る本実施の形態において、ユーザが顔登録モードを設定して登録すべき
人物、例えば人物Ａを撮影すると、制御部２２は、登録処理を実行し、まず撮影された被
写体人物の顔の特徴を検出する。この顔の特徴は、前述のように、顔の各部位（目、鼻、
口、耳、額顎、・・・等）の位置、各部位のサイズ、各部分の角度、顔の各部位間の相対
関係等である。そして、これら検出した特徴を示す特徴データを特徴データ欄４４に記憶
し、通常時の口のサイズである通常口サイズＭＡと、この通常口サイズＭＡから推定され
る笑顔時の口のサイズである笑顔口サイズＭＢとを記憶し、対応する顔画像欄４６に顔画
像を記憶する。したがって、特徴データ欄４４において、顔の各部位（目、鼻、口、耳、
額顎、・・・等）の位置は位置欄４４－１に、各部位のサイズはサイズ欄４４－２に、各
部分の角度は角度欄４４－３に、顔の各部位間の相対関係は相対関係欄４４－４に各々記
憶されることとなり、対応する顔画像は顔画像欄４６に記憶されることとなる。その後、
個人データを顔特徴データ及び撮影顔画像に対応付けて記憶する等により、人物Ａの顔認
識用データの記憶が完了する。
【００６３】
　したがって、同様に人物Ｂ、Ｃに対しても顔登録モードで撮影を行うことにより、図２
に示したように、顔認識テーブル４０には、登録人物Ａ、Ｂ、Ｃの顔認識用データが登録
されることとなる。
【００６４】
　そして、ユーザが撮影を行うべく、撮影モードを設定し、かつ撮影回数カウントモード
を選択すると、制御部２２は、プログラムに従って図５のフローチャートに示すように処
理を実行する。まず、カウント条件選択画面を表示し（ステップＳ１０１）、このカウン
ト条件選択画面において、カウント条件の入力を検知したか否かを判断する（ステップＳ
１０２）。
【００６５】
　図６（ａ）は、前記ステップＳ１０１で表示部２６表示されるカウント条件選択画面例
を示す図である。この選択画面には、「撮影回数のカウント条件を選択して下さい（複数
可）」の文字列と、選択肢「笑顔」、「主役」、「アップ」、「ツーショット」、「特定
人物とのショット」とが表示されるとともに、「笑顔」、「主役」とにチェック「レ」が
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予め付されている。したがって、デフォルトの状態では、「笑顔」、「主役」とが撮影回
数のカウント条件として設定されている。よって、ユーザが「笑顔」、「主役」とを撮影
回数のカウント条件とする場合には、カウント条件の入力を行う必要はない。この場合、
ステップＳ１０２の判断がＮＯとなって、ステップＳ１０５に進むことになるが、設定は
デフォルトの状態に維持されることから、「笑顔」、「主役」とが撮影回数のカウント条
件として設定されることとなる。
【００６６】
　しかし、ユーザが「笑顔」又は「主役」からチェック「レ」を消去したり、他の選択項
目にチェック「レ」を加えると、ステップＳ１０２の判断がＹＥＳとなる。したがって、
ステップＳ１０２からステップＳ１０３に進み、入力に応じて画面表示処理を実行する。
【００６７】
　なお、このフローチャート及び後述するフローチャートにおいて、表示部２６に表示さ
れた選択肢に対するチェック「レ」の変更や追加、あるいはや画像の選択や指定は、図６
に示に示したように、表示部２６に表示させたカーソル２６０をユーザの操作に応じて移
動させ、その後の決定操作により決定されるか、又はタッチパネル３１によりタッチ位置
を特定して決定されるものとする。
【００６８】
　図６（ｂ）（ｃ）は、「ツーショット」が選択された場合においてステップＳ１０３で
表示される表示画面例を示す図である。まず、「ツーショットのメインを選択して下さい
」の文字列とともに、前記顔画像欄４６に記憶されている全登録人物の顔画像を表示し、
これにより本例においては図６（ｂ）に示すように、登録人物Ａ，Ｂ，Ｃの顔画像が表示
部２６に表示されることとなる。
【００６９】
　この図６（ｂ）の表示画面から、いずれかの登録人物をツーショットのメインとして選
択すると、同図（ｃ）の表示画面に移行し、登録人物Ａ，Ｂ，Ｃの顔画像が表示されたま
ま、文字列が「ツーショットのペアを選択して下さい（複数可）」へと変化する。ユーザ
は、この表示画面（ｃ）において、ペアを選択すると、ステップＳ１０３からステップＳ
１０４に進み、カウント条件を設定する。
【００７０】
　したがって、表示画面（ｂ）の状態で登録人物Ａを選択し、表示画面（ｃ）の状態で登
録人物Ｂを選択すると、登録人物Ａをメインとする登録人物Ａ，Ｂのツーショットがカウ
ント条件として設定される。また、表示画面（ｂ）の状態で登録人物Ａを選択し、表示画
面（ｃ）の状態で登録人物Ｂ、Ｃとを選択すると、登録人物Ａをメインとする登録人物Ａ
，Ｂのツーショットと、登録人物Ａをメインとする登録人物Ａ，Ｃのツーショットとがカ
ウント条件として設定される。
【００７１】
　なお、後述するカウント条件に対応する撮影回数カウント（ステップＳ１１７）におい
ては、メインとして選択された登録人物の「ツーショット」のみに撮影回数がカウントさ
れる。
【００７２】
　図６（ｄ）は、「特定人物とのツーショット」が選択された場合においてステップＳ１
０３で表示される表示画面例を示す図である。この表示画面においては、「特定人物を選
択して下さい（複数可）」の文字列とともに、前記顔画像欄４６に記憶されている全登録
人物の顔画像を表示し、これにより本例においては、登録人物Ａ，Ｂ，Ｃの顔画像が表示
部２６に表示されることとなる。
【００７３】
　この図６（ｄ）の表示画面から、いずれかの登録人物を選択すると、ステップＳ１０３
からステップＳ１０４に進み、カウント条件が設定される。したがって、表示画面（ｄ）
の状態で登録人物Ａを選択すると、登録人物Ａが特定人物として設定される。また、表示
画面（ｄ）の状態で登録人物Ｂ、Ｃとを選択すると、登録人物Ｂ及びＣが特定人物として



(14) JP 2009-290819 A 2009.12.10

10

20

30

40

50

設定される。そして、後述するカウント条件対応する撮影回数カウント（ステップＳ１１
７）においては、特定人物として選択された登録人物の「特定人物」の撮影回数がカウン
トされる。
【００７４】
　以上のようにして、撮影回数のカウント条件の設定が完了したならば、表示部２６にて
スルー画像の表示を開始する（ステップＳ１０５）。したがって、このステップＳ１０５
での処理より、図７に示すように表示部２６には、スルー画像２６１が表示される。
【００７５】
　引き続き、設定されたカウント条件をアイコン表示する（ステップＳ１０６）。したが
って、カウント条件として「笑顔」が設定されている場合には、図７（ａ）に示すように
、スルー画像２６１の一部に、カウント条件として「笑顔」が設定されていることを示す
笑顔アイコン２６２が表示され、「ツーショット」が設定されている場合には、図７（ｂ
）に示すように、ツーショットアイコン２６３が表示される。また、「笑顔」と「主役」
が設定されている場合には、図７（ｃ）に示すように、笑顔アイコン２６２と主役アイコ
ン２６４とが表示され、「笑顔」と「アップ」と「主役」が設定されている場合には、図
７（ｄ）に示すように、笑顔アイコン２６２と主役アイコン２６４、及びアップアイコン
２６５が表示されることとなる。
【００７６】
　したがって、撮影者はこれら撮影中にスルー画像２６１とともに表示されるこれらアイ
コンを視認することにより、現在設定されているカウント条件を認識しつつ、当該カウン
ト条件に合った画像の撮影を行うことができる。
【００７７】
　次に、スルー画像中における登録人物を認識するとともに（ステップＳ１０７）、現在
のカウント条件に対応する撮影回数を前記第１～第６テーブル５１～５６から、読み出す
（ステップＳ１０８）。そして、このステップＳ１０８で読み出しカウント条件に対応す
る撮影回数を、前記ステップＳ１０７で認識した登録人物ごとに表示する（ステップＳ１
０９）。このとき、当該カウント条件における平均撮影回数よりも少ない撮影回数は赤表
示し、平均撮影回数より少ない撮影回数は青表示する（撮影回数が平均撮影回数である場
合は、黒表示）。
【００７８】
　したがって、カウント条件として「笑顔」が設定されており、図３（ａ）の第１テーブ
ル５１に示すように登録人物Ａ，Ｂ，Ｃの「笑顔」における撮影回数がそれぞれ「４」、
「０」、「３」であったとすると、図７（ａ）に示すように、スルー画像２６１において
登録人物Ａの上部に撮影回数「４」が青表示され、登録人物Ｂの上部に撮影回数「０」が
赤表示され、登録人物Ｃの上部に撮影回数「３」が青表示されることとなる。また、図７
（ａ）に示すように、撮影回数「０」の登録人物Ｂの上部には、登録人物Ｂが全く撮影さ
れていない状態であることを示す「！」マークが表示される。
【００７９】
　また、カウント条件として「ツーショット」が設定されており、図３（ａ）の第１テー
ブル５１に示すように登録人物Ａ，Ｂ，Ｃの「ツーショット」における撮影回数がそれぞ
れ「４」、「３」、「４」であったとすると、図７（ｂ）に示すように、スルー画像２６
１において登録人物Ａの上部に撮影回数「４」が青表示され、登録人物Ｂの上部に撮影回
数「３」が赤表示され、登録人物Ｃの上部に撮影回数「４」が青表示さることとなる。
【００８０】
　また、カウント条件として「笑顔」と「主役」とが設定されており、図４（ａ）の第３
テーブル５３に示すように登録人物Ａ，Ｂ，Ｃの「笑顔ａｎｄ主役」における撮影回数が
それぞれ「４」、「４」、「３」であったとすると、図７（ｃ）に示すように、スルー画
像２６１において登録人物Ａの上部に撮影回数「４」が青表示され、登録人物Ｂの上部に
撮影回数「４」が青表示され、登録人物Ｃの上部に撮影回数「３」が赤表示さることとな
る。
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【００８１】
　さらに、カウント条件として「笑顔」と「アップ」と「主役」とが設定されており、図
４（ｄ）の第６テーブル５６に示すように登録人物Ａ，Ｂ，Ｃの「笑顔ａｎｄ主役ａｎｄ
アップ」における撮影回数がそれぞれ「１」、「２」、「３」であったとすると、図７（
ｃ）に示すように、スルー画像２６１において登録人物Ａの上部に撮影回数「１」が赤表
示され、登録人物Ｂの上部に撮影回数「２」が黒表示され、登録人物Ｃの上部に撮影回数
「３」が青表示さることとなる。
【００８２】
　したがって、撮影者はこれら撮影回数を視認することにより、撮影回数の少ない登録人
物の撮影を励行しようと意識し、その結果各カウント条件における登録人物の撮影回数を
平均化することができる。
【００８３】
　しかも、撮影回数の多少に応じて異なる色で数値表示がなされることから、撮影回数の
平均化を効果的に是正することができる。また、各カウント条件における撮影回数「０」
の登録人物の上部には、「！」マークが表示される。これにより、撮影者は各被写体を最
低限１回は撮影しようと意識し、撮影回数の平均化を是正することができる。
【００８４】
　なお、本実施の形態においては、撮影回数を異なる色で着色表示するようにしたが、撮
影回数が最も少ない登録人物を報知するメッセージを表示部２６に表示するようにしても
よい。これによって、特定の登録人物の当該カウント条件にける撮影回数が他の登録人物
と比較して少ない状態を是正することができる。
【００８５】
　次に、シャッタキーの半押しが検知された否かを判断し（ステップＳ１１０）、検知さ
れない場合には、ステップＳ１０７に戻る。シャッタキーの半押しが検知された場合には
、現在のカウント条件に対応する撮影回数が所定値（例えば、平均回数の１／２）を下回
る登録人物に対して、ＡＦ、ＡＥ、又は電子ズーム処理を実行する（ステップＳ１１１）
。したがって、例えば図７（ａ）に示した状態で撮影者によりシャッタキーが半押しされ
たとすると、撮影回数が「０」であって平均撮影回数の１／２である約「１．１６」を下
回る登録人物Ｂに対して、ＡＦ、ＡＥ、又は電子ズーム処理が実行される。すなわち、Ｃ
ＣＤ１３上において登録人物Ｂが合焦するようにＡＦ駆動部１１－２を制御してフォーカ
スレンズ１２－２を駆動し、登録人物Ｂが最適露出となるように露出制御を行う。あるい
は、登録人物Ｂの位置をズーム中心位置として、登録人物Ｂのみを含む所定領域をデジタ
ルズーム領域として切り出して取り込むデジタルズーム処理を行い、撮影範囲に登録人物
Ｂのみが写るようにする。
【００８６】
　引き続き、シャッタキーの全押しを検知したか否かを判断し（ステップＳ１１２）、シ
ャッタキーの全押しを検知したならば、前述した撮影処理を実行するとともに（ステップ
Ｓ１１３）、ＤＲＡＭ２１に書き込まれている１フレーム分の撮影画像データを処理して
、保存メモリ２８に記録する（ステップＳ１１４）。
【００８７】
　このとき、保存メモリ２８に記録される撮影画像は、前記ステップＳ１１１での処理に
より、現在のカウント条件に対応する撮影回数が所定値を下回る登録人物に対して、ＡＦ
、ＡＥ処理がなされものである。これによって、当該登録人物のみにピントが合う。一方
、現在のカウント条件に対応する撮影回数が所定値を下回らない登録人物にはピントが合
わない、即ち、ボケることとなる。すると、現在のカウント条件に対応する撮影回数が所
定値を下回る登録人物のみが明瞭に撮影される。その結果、現在のカウント条件に対応す
る撮影回数が所定値を下回る登録人物を優先的に明瞭にした撮影画像を保存メモリ２８に
記録することができる。又、前記ステップＳ１１１での処理により、現在のカウント条件
に対応する撮影回数が所定値を下回る登録人物に対して、電子ズーム処理がなされる場合
がある。この場合、撮影者は、当該登録人物のみを撮影範囲内に収めるようにデジタルカ
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メラ１を振るといった面倒な操作を行うことなく、当該登録人物のみを撮影できる。その
結果、現在のカウント条件に対応する撮影回数の偏りを容易になくすことができる。
【００８８】
　引き続き、この保存メモリ２８に記録した撮影画像中の登録人物を認識し（ステップＳ
１１５）、この認識された各登録人物の状態が、現在のカウント条件を満たすか否かをそ
れぞれ判断する（ステップＳ１１６）。そして、このステップＳ１１６で現在のカウント
条件を満たすと判断された各登録人物の、現在のカウント条件に対応する撮影回数を前記
第１～第６テーブル５１～５６においてインクリメントする（ステップＳ１１７）。
【００８９】
　したがって、カウント条件として「笑顔」が設定されており、図７（ａ）に示す画像が
撮影画像であり、登録人物Ｂ以外の登録人物Ａ，Ｃが現在のカウント条件「笑顔」を満た
すと判断された場合には、図３（ａ）の第１テーブル５１において、登録人物Ａ，Ｃの「
笑顔」における撮影回数がそれぞれインクリメントされる。
【００９０】
　また、カウント条件として「ツーショット」が設定されており、図７（ｂ）に示す画像
が撮影画像であり、「ツーショット」の「メイン」として登録人物Ａが「ペア」として登
録人物Ｂが選択されていた場合、当該撮影画像は登録人物ＡとＢのツーショットではない
から、図３（ａ）の第１テーブル５１において登録人物Ａの「ツーショット」における撮
影回数はインクリメントされない。
【００９１】
　ただし、図７（ｂ）に示す画像において、登録人物Ｃが存在しない場合には、図３（ａ
）の第１テーブル５１において登録人物Ａの「ツーショット」における撮影回数はインク
リメントされることになる。
【００９２】
　また、カウント条件として「笑顔」と「主役」とが設定されており、図７（ｃ）に示す
画像が撮影画像であり、登録人物Ａのみが現在のカウント条件「笑顔」と「主役」とを満
たすと判断されたとすると、図４（ａ）の第３テーブル５３において、登録人物Ａの「笑
顔ａｎｄ主役」における撮影回数がインクリメントされる。
【００９３】
　さらに、カウント条件として「笑顔」と「アップ」と「主役」とが設定されており、図
７（ｃ）に示す画像が撮影画像であり、登録人物Ｃのみが現在のカウント条件「笑顔」「
アップ」と「主役」とを満たすと判断されたとすると、図４（ｄ）の第６テーブル５６に
おいて、登録人物Ｃの「笑顔ａｎｄ主役ａｎｄアップ」における撮影回数がインクリメン
トされる。
【００９４】
　したがって、第１～第６テーブル５１～５６に記憶された数値により、被写体が所望の
状態になったときにおける撮影回数を把握することができる。
【００９５】
　より具体的には、第１テーブル５１に記憶された数値により、各登録人物が「笑顔」、
「主役」、「アップ」、「ツーショット」、「特定人物」であった撮影回数を把握するこ
とができ、２テーブル５２に記憶された数値によりには、各登録人物が他の登録人物とペ
アであった撮影回数を把握することができ、第３テーブル５３に記憶された数値により、
各登録人物が「笑顔ａｎｄ主役」、「笑顔ａｎｄアップ」、「笑顔ａｎｄツーショット」
、「笑顔ａｎｄ特定人物」であった撮影回数を把握することができる。また、第４テーブ
ル５４に記憶された数値により、各登録人物が「主役ａｎｄアップ」、「主役ａｎｄツー
ショット」、「主役ａｎｄ特定人物」であった撮影回数を把握することができ、第５テー
ブル５５記憶された数値により、各登録人物が「アップａｎｄツーショット」及び「アッ
プａｎｄ特定人物」であった撮影回数を把握することができ、第６テーブル５６に記憶さ
れた数値により、各登録人物が「笑顔ａｎｄ主役ａｎｄツーショット」、「笑顔ａｎｄ主
役ａｎｄ特定人物」であった撮影回数を把握することができる。
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【００９６】
　次に、撮影者の操作によるカウント条件の変更を検知したか否かを判断し（ステップＳ
１１８）、カウント条件の変更を検知した場合にはステップＳ１０１に戻る。また、カウ
ント条件の変更を検知しない場合には、撮影終了指示を検知したか否かを判断する（ステ
ップＳ１１９）。撮影終了指示を検知しない場合には、ステップＳ１０７に戻り、検知し
た場合にはこのフローに従った処理を終了する。
【００９７】
　なお、本実施の形態においては、図６（a）において説明したように、デフォルトの状
態では、「笑顔」、「主役」とが撮影回数のカウント条件として設定されているものとし
たが、デフォルトの状態ではいずれのカウント条件も設定されていないこととしてもよい
。この場合、ユーザがカウント条件の入力を行わないと、ステップＳ１０２の判断がＮＯ
となって、カウント条件は全く設定されないこととなる。しかし、このようにカウント条
件の設定が全く行われなくても、ステップＳ１０５のスルー画像の表示開始処理や、ステ
ップＳ１１３の撮影処理、及びステップＳ１１４の撮影画像を生成、記録する処理は実行
されることから、撮影自体は可能となる。したがって、この場合は、撮影回数をカウント
することのない通常の撮影モードとなる。
【００９８】
　したがって、デフォルトの状態ではいずれのカウント条件も設定されていないとするこ
とにより、カウント条件の入力の有無に応じて、通常撮影モードと撮影回数カウントモー
ドとの切替が可能な仕様にすることができる。
【００９９】
　図８及び図９は、本実施の形態におけるカウント条件別再生モードの処理手順を示す一
連のフローチャートである。カウント条件別再生モードが設定されると制御部２２は、こ
の一連のフローチャートに示すように処理を実行する。すなわち、各登録人物の代表サム
ネイル画像、又は登録画像を含むカウント条件指定画面を表示部２６に表示する（ステッ
プＳ２０１）。このステップＳ２０２での処理により、図１０（ａ）に示すように、表示
部２６に各登録人物Ａ，Ｂ，Ｃの代表サムネイル画像、又は顔認識テーブル４０の顔画像
欄４６に記憶されている顔画像が表示されるとともに、選択肢「笑顔」、「主役」、「ア
ップ」、「ツー」、「特定」が表示される。なお、この選択肢において、「ツー」は「ツ
ーショット」を意味し、「特定」は「特定人物とのショット」を意味する。
【０１００】
　次に、カウント条件の指定を検知したか否かを判断する（ステップＳ２０２）。この判
断は、前記選択肢のいずれか少なくとも一つを選択することにより、チェック「レ」が付
された否かの判断である。したがって、図１０（ａ）に示すように、「笑顔」が選択（指
定）されてチェック「レ」が付されると、ステップＳ２０２の判断はＹＥＳとなり、ステ
ップＳ２０３に進む。そして、このステップＳ２０３では、「ツーショット」条件の指定
を検知したか否かを判断し、「ツーショット」条件の指定を検知しなかった場合には、「
特定人物とのショット」条件の指定を検知したか否かを判断する（ステップＳ２０４）。
【０１０１】
　ステップＳ２０３及びＳ２０４の判断がＮＯであって、「ツーショット」と「特定人物
とのショット」以外の他の選択肢が単数又は複数指定された場合には、指定されたカウン
ト条件に対応する撮影回数を、対応するテーブルから読み出して登録人物ごとに表示する
。したがって、「笑顔」がカウント条件として指定され、図３（ａ）の第１テーブル５１
に示すように登録人物Ａ，Ｂ，Ｃの「笑顔」における撮影回数がそれぞれ「４」、「０」
、「３」であったとすると、図１０（ｂ）に示すように、サムネイル画像（又は登録画像
）において登録人物Ａの上部に撮影回数「４」が表示され、登録人物Ｂの上部に撮影回数
「０」が表示され、登録人物Ｃの上部に撮影回数「３」が表示さることとなる。
【０１０２】
　引き続き、登録人物の指定を検知したか否かを判断する（ステップＳ２０６）。登録人
物の指定を検知したならば、指定された登録人物が指定された条件で写っている撮影画像
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をサムネイル形式で表示する（ステップＳ２０７）。したがって、前述のように「笑顔」
がカウント条件として指定され、登録人物Ａが指定されたとすると、図３（ａ）の第１テ
ーブル５１に示すように、登録人物Ａの「笑顔」での撮影回数は「４」であるから、保存
メモリ２８から登録人物Ａが「笑顔」である４枚の画像が読み出されて、図１０（ｃ）に
示すように、４枚のサムネイル画像Ａ１～Ａ４が表示される。
【０１０３】
　次に、戻り指示を検知したか否かを判断し（ステップＳ２０８）、検知した場合にはス
テップＳ２０６に戻る。戻り指示を検知しない場合には、サムネイル画像の指定を検知し
たか否かを判断する（ステップＳ２０９）。サムネイル画像の指定が検知されたならば、
指定されたサムネイル画像に対応する撮影画像データ（本画像データ）を表示し、又は図
１０（ｄ）に示すように、指定されたサムネイル画像を全画面表示する。
【０１０４】
　つまり、サムネイル画像Ａ１～Ａ４のいずれかの指定が検知されたならば、対応する撮
影画像データを保存メモリ２８から読み出して表示部２６に表示するか、又は表示部２６
に表示されている指定されたサムネイル画像を表示部２６に全画面表示する。したがって
、前者のように撮影画像データを表示した場合には、指定されたカウント条件かつ指定さ
れた登録人物であって、指定されたサムネイル画像に対応する撮影画像を観賞することが
でき、後者のように、サムネイル画像を全画面表示した場合には、指定されたカウント条
件かつ指定された登録人物であって、指定されたサムネイルの拡大画像を観賞することが
できる。
【０１０５】
　次に、戻り指示を検知したか否かを判断し（ステップＳ２１１）、検知した場合にはス
テップＳ２０９に戻る。戻り指示を検知しない場合には、表示終了指示を検知したか否か
を判断し（ステップＳ２１２）、表示終了指示を検知した時点でこのフローに従った処理
を終了する。
【０１０６】
　一方、前記ステップＳ２０３での判断の結果、「ツーショット」条件の指定検知した場
合には、このステップＳ２０３から図９のステップＳ２１３に進み、各登録人物の代表サ
ムネイル画像又は登録画像とともに、ツーショットの合計撮影回数を、対応するテーブル
から読み出して登録人物ごとに表示する。したがって、図３（ａ）の第１テーブル５１に
示すように登録人物Ａ，Ｂ，Ｃの「ツーショット」における撮影回数がそれぞれ「４」、
「３」、「４」であったとすると、図１１（ａ）の表示画面から同図（ｂ）の表示画面に
遷移して、サムネイル画像（又は登録画像）において登録人物Ａの上部に撮影回数「４」
が表示され、登録人物Ｂの上部に撮影回数「３」が表示され、登録人物Ｃの上部に撮影回
数「４」が表示さることとなる。
【０１０７】
　引き続き、ツーショットにおけるメインの指定を検知したか否かを判断する（ステップ
Ｓ２１４）。メインの指定を検知したならば、当該指定された登録人物をメインとするツ
ーショットの組合せごとに合計撮影回数を表示する（ステップＳ２１５）。したがって、
図１１（ｂ）の表示状態で、登録人物Ａがツーショットにおけるメインとして指定される
と、図３（ｂ）の第２テーブル５２に示すように、登録人物Ａをメインとする登録人物Ｂ
とのペア撮影回数が「２」、登録人物Ｂとのペア撮影回数も「２」であることから、図１
１（ｃ）に示すように、登録人物Ａ，Ｂ間に「２」、登録人物Ａ，Ｃ間に「２」が表示さ
れる。
【０１０８】
　また、戻り指示を検知したか否かを判断し（ステップＳ２１６）、検知した場合にはス
テップＳ２１４に戻る。戻り指示を検知しなかった場合には、ペアの指定を検知したか否
かを判断する（ステップＳ２１７）。ペアの指定の検知したならば、指定されたツーショ
ットの画像をサムネイル形式で表示する（ステップＳ２１８）。したがって、図１１（ｃ
）に示す表示状態（登録人物Ａがツーショットにおけるメインとして既に指定されている
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状態）で、登録人物Ｃがベアとして指定されたとすると、登録人物Ａをメインとする登録
人物Ｃとのペア２枚の画像データが保存メモリ２８から読みされ、図１１（ｄ）に示すよ
うにそのサムネイル画像ＡＣ１、ＡＣ２が表示される。
【０１０９】
　次に、戻り指示を検知したか否かを判断し（ステップＳ２１９）、検知した場合にはス
テップＳ２１７に戻る。戻り指示を検知しない場合には、サムネイル画像の指定を検知し
たか否かを判断し（ステップＳ２２０）、検知したならば指定されたサムネイル画像に対
応する撮影画像データ（本画像データ）を表示する（ステップＳ２２１）。したがって、
図１１（ｄ）に示す表示状態で、サムネイル画像ＡＣ１が指定されたとすると、このサム
ネイル画像ＡＣ１対応する撮影画像データが保存メモリ２８から読み出されて、表示部２
６に表示される。また、戻り指示を検知したか否かを判断し（ステップＳ２２２）、検知
した場合にはステップＳ２２０に戻り、検知しない場合には前記図８のステップＳ２１２
に進む。
【０１１０】
　したがって、以上に説明した手順で指定を行うことにより、ユーザは所望の登録人物を
メインとし、かつ所望の登録人物がペアとするツーショット画像を迅速に検索して観賞す
ることができる。
【０１１１】
　他方、前記ステップＳ２０４での判断の結果、「特定人物とのショット」条件の指定検
知した場合には、このステップＳ２０４から図９のステップＳ２２３に進み、各登録人物
の代表サムネイル画像又は登録画像とともに、特定人物とのショットの合計撮影回数を、
対応するテーブルから読み出して登録人物ごとに表示する。したがって、図３（ａ）の第
１テーブル５１に示すように登録人物Ａ，Ｂ，Ｃの「特定人物とのショット」における撮
影回数がそれぞれ「３」、「１」、「４」であったとすると、図１２（ａ）の表示画面か
ら同図（ｂ）の表示画面に遷移して、サムネイル画像（又は登録画像）において登録人物
Ａの上部に撮影回数「３」が表示され、登録人物Ｂの上部に撮影回数「１」が表示され、
登録人物Ｃの上部に撮影回数「４」が表示さることとなる。
【０１１２】
　引き続き、特定人物とのショットにおける特定人物の指定を検知したか否かを判断する
（ステップＳ２２４）。特定人物の指定を検知したならば、当該指定された特定人物との
ショットの画像をサムネイル形式で表示する（ステップＳ２２５）。したがって、図１２
（ｂ）の表示状態で、登録人物Ａが特定人物として指定されたとすると、登録人物Ａを特
定人物とする３枚の画像データが保存メモリ２８から読みされ、図１２（ｃ）に示すよう
にそのサムネイル画像ＡＳ１、ＡＳ２、ＡＳ３が表示される。
【０１１３】
　次に、戻り指示を検知したか否かを判断し（ステップＳ２２６）、検知した場合にはス
テップＳ２２４に戻る。戻り指示を検知しない場合には、サムネイル画像の指定を検知し
たか否かを判断し（ステップＳ２２７）、検知したならば指定されたサムネイル画像に対
応する撮影画像データ（本画像データ）を表示（全画面表示）する（ステップＳ２２８）
。したがって、図１２（ｃ）に示す表示状態で、サムネイル画像ＡＳ３が指定されたとす
ると、このサムネイル画像ＡＣ３対応する撮影画像データが保存メモリ２８から読み出さ
れて、図１２（ｄ）に示すように、表示部２６に表示される。また、戻り指示を検知した
か否かを判断し（ステップＳ２２９）、検知した場合にはステップＳ２２７に戻り、検知
しない場合には前記図８のステップＳ２１２に進む。
【０１１４】
　したがって、以上に説明した手順で指定を行うことにより、ユーザは所望の登録人物を
特定人物とするショット画像であって、所望のショット画像を迅速に検索して観賞するこ
とができる。
【０１１５】
　（第２の実施の形態）



(20) JP 2009-290819 A 2009.12.10

10

20

30

40

50

　本発明の第２の実施の形態において制御部２２内のプログラム格納メモリには、特開２
００２－１０１３３号公報にも開示されているように、図１３に示す撮影条件データ１０
１が記憶されている。この撮影条件データ１０１は、後述する撮影シーン推奨モードにお
いて、設定可能な複数の撮影シーンの各々に対応して予め記憶されている本デジタルカメ
ラ１の撮影条件を示すデータである。より具体的には、図示したようにシーン番号１、２
・・・ごとに「人物と風景」、「アップ」・・・等の撮影シーン名称が記憶されていると
ともに、これら撮影シーン名称に対応して、フォーカス制御、シャッター速度、絞り、Ｅ
Ｖシフト量、感度、・・・等の当該デジタルカメラ１において制御可能な複数の制御項目
の制御内容を示すパラメータが記憶されている。
【０１１６】
　図１４（ａ）は、本実施の形態において保存メモリ２８又は制御部２２内のＲＡＭに設
けられる第７テーブル５７を示す図である。この第７テーブル５７には、登録人物Ａ、Ｂ
、Ｃごとに、各シーン「人物と風景」、「アップ」・・・の各設定回数が記憶される。
【０１１７】
　以上の構成に係る第２の実施の形態において、ユーザが撮影を行うべく、撮影モードを
設定し、かつ撮影シーンカウントモードを選択すると、制御部２２は、プログラムに従っ
て図１５のフローチャートに示すように処理を実行する。まず、表示部２６にてスルー画
像の表示を開始する（ステップＳ３０１）。次に、前記撮影条件データ１０１におけるい
ずれかの撮影シーンの指定を検知したか否かを判断する（ステップＳ３０２）。撮影シー
ンの指定を検知したならば、指定されたアイコンが示す撮影シーンに対応する撮影条件を
設定する（ステップＳ３０３）。つまり、デジタルカメラ１における撮影時の撮影条件を
、撮影条件データ１０１において、指定されたアイコンに対応する撮影シーンのシーン番
号に記憶されているパラメータに基づき設定する。
【０１１８】
　次に、シャッタキーの半押しが検知された否かを判断し（ステップＳ３０４）、検知さ
れない場合には、ステップＳ３０２に戻る。シャッタキーの半押しが検知された場合には
、ＡＦ、ＡＥ、又は電子ズーム処理を実行する（ステップＳ３０５）。引き続き、シャッ
タキーの全押しを検知したか否かを判断し（ステップＳ３０６）、シャッタキーの全押し
を検知したならば、前記ステップＳ３０３で設定された撮影条件で撮影し（ステップＳ３
０７）、この撮影によるＤＲＡＭ２１に書き込まれている１フレーム分の撮影画像データ
を処理して、保存メモリ２８に記録する（ステップＳ３０８）。
【０１１９】
　引き続き、この保存メモリ２８に記録した撮影画像中の登録人物を認識し（ステップＳ
３０９）、この認識された各登録人物の、現在設定されている撮影回数をそれぞれ前記第
７テーブル５７においてインクリメントする（ステップＳ３１０）。そして、撮影終了指
示を検知したか否かを判断し（ステップＳ１１１）、撮影終了指示を検知しない場合には
、ステップＳ１０７に戻り、検知した場合にはこのフローに従った処理を終了する。
【０１２０】
　したがって、本実施の形態によれば、前記特開２００２－１０１３３号公報に開示され
ている発明のように、被写体に応じたより適切な撮影条件を容易に設定することができる
のみならず、撮影シーンの設定頻度を被写体ごとに把握することが可能となる。
【０１２１】
　（第２の実施の形態の変形例）
　図１４は、第２の実施の形態の変形例において保存メモリ２８又は制御部２２内のＲＡ
Ｍに設けられる第７及び第８テーブル５７、５８を示す図である。図１４（ａ）に示す第
７テーブル５７には、前述した構成であり、図１４（ｂ）に示す第８テーブル５８には、
登録人物Ａ、Ｂ、Ｃごとに、設定回数の多い上位３つの撮影シーン「人物と風景」、「ア
ップ」・・・の各設定回数が記憶される。
【０１２２】
　以上の構成に係る第２の実施の形態の変形例において、ユーザが撮影を行うべく、撮影
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モードを設定し、かつ撮影シーン推奨モードを選択すると、制御部２２は、プログラムに
従って図１６のフローチャートに示すように処理を実行する。まず、表示部２６にてスル
ー画像の表示を開始する（ステップＳ４０１）。次に、タッチパネル３１の走査結果に基
づき、表示部２６に表示されている被写体の指定（タッチ）が検知されたか否かを判断し
（ステップＳ４０２）、被写体の指定が検知されない場合には後述するステップＳ４０８
に進む。
【０１２３】
　また、タッチによる被写体の指定が検知された場合には、タッチされた被写体が顔認識
テーブル４０に登録されている登録人物であるか否かを判断し（ステップＳ４０３）、登
録人物でなかった場合には、後述するステップＳ４０８に進む。登録人物であった場合に
は、第８テーブル５８を参照して、つまり当該テーブルに記憶されている指定された被写
体（登録人物）に対応する撮影シーンの設定履歴を参照し、設定回数の多い上位３つの撮
影シーンを読み出す（ステップＳ４０４）。そして、この読み出された３つの撮影シーン
のアイコンを、指定された被写体に重ねて表示する。
【０１２４】
　例えば、図１７に示すように、表示部２６に登録人物Ａ，Ｂ，Ｃが存在するスルー画像
が表示され、このスルー画像中の登録人物Ａがタッチされたとする。この場合、図１４（
ｂ）の第８テーブル５８に示すように、登録人物Ａの設定回数の多い上位３つの撮影シー
ンは「人物と夜景」、「アップ」、「夜景」であるから、このスルー画像中の登録人物Ａ
に重ねて「人物と夜景」のシーンを示すアイコン３０１、「アップ」のシーンを示すアイ
コン３０２、「夜景」のシーンを示すアイコン３０３が表示されることとなる。
【０１２５】
　なお、このアイコンに、第８テーブル５８に記憶されている「１位」、「２位」、「３
位」を示す数値を付加して表示することが好ましい。
【０１２６】
　次に、この表示されたアイコンに対するタッチによる指定が検知されたか否かを判断し
、検知されない場合には後述するステップＳ４０８に進む。アイコンの指定が検知された
場合には、指定されたアイコンが示す撮影シーンに対応する撮影条件を設定する（ステッ
プＳ４０７）。つまり、デジタルカメラ１における撮影時の撮影条件を、撮影条件データ
１０１において、指定されたアイコンに対応する撮影シーンのシーン番号に記憶されてい
るパラメータに基づき設定する。
【０１２７】
　次に、シャッタキーの半押しが検知された否かを判断し（ステップＳ４０８）、検知さ
れない場合には、ステップＳ４０２に戻る。シャッタキーの半押しが検知された場合には
、ＡＦ、ＡＥ、又は電子ズーム処理を実行する（ステップＳ４０９）。引き続き、シャッ
タキーの全押しを検知したか否かを判断し（ステップＳ４１０）、シャッタキーの全押し
を検知したならば、前記ステップＳ４０７で設定された撮影条件で撮影し（ステップＳ４
１１）、この撮影によるＤＲＡＭ２１に書き込まれている１フレーム分の撮影画像データ
を処理して、保存メモリ２８に記録する（ステップＳ４１２）。
【０１２８】
　また、この撮影において前記指定された被写体が登録人物であるか否かを判断する（ス
テップＳ４１３）。指定された被写体が登録人物である場合には、第７テーブル５７を更
新する（ステップＳ４１４）。つまり、今回撮影で指定された登録人物と指定された撮影
シーンとに基づき、第７テーブル５７における当該登録人物の当該撮影シーンのカウント
値をインクリメントする。
【０１２９】
　また、このインクリメントの結果、当該登録人物における設定回数の多い上位３つの撮
影シーンに変化が生じたか否かを判断する（ステップＳ４１５）。変化が生じた場合には
、当該登録人物において新たに設定回数の多い上位３つの撮影シーンを第８テーブル５８
に上書きして、これを更新する（ステップＳ４１６）。そして、撮影終了指示を検知した
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か否かを判断し（ステップＳ１１１）、撮影終了指示を検知しない場合には、ステップＳ
１０７に戻り、検知した場合にはこのフローに従った処理を終了する。
【０１３０】
　ここで、上記の特開２００２－１０１３３号公報に記載された発明では、撮影される被
写体によらず所定の順番で各撮影シーンを表示しているため、ユーザは各被写体（登録人
物）に応じた最適な撮影シーンを容易に把握できないという課題があった。これに対し、
この第２の実施の形態の変形例によれば、被写体（登録人物）に応じて、設定頻度の高い
撮影シーンが自動的にユーザに示されるため、ユーザは各被写体（登録人物）に応じた最
適な撮影シーンを容易に把握することができる。そのため、この第２の実施の形態の変形
例では、かかる課題を持たない。
【０１３１】
　なお、実施の形態では、この発明をデジタルカメラに適用した場合を例にして説明して
いるが、デジタルカメラばかりでなく、光学系及び撮像素子を介して取り込んだ画像デー
タを記録する機能を備えた装置、例えば、カメラ付携帯電話や撮像機能を備えた電子機器
にも適用できる。また、この実施の形態では、被写体として「人物」を例に挙げているが
、動物、建造物などを被写体としてこの発明を適用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１３２】
【図１】本発明の各実施の形態に共通するデジタルカメラの電子回路構成を示す図である
。
【図２】データベースに設けられた顔認識テーブルの構成を示す図である。
【図３】第１及び第２テーブルを示す概念図である。
【図４】第３～第６テーブルを示す概念図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態における撮影回数カウントモードの処理手順を示すフ
ローチャートである。
【図６】撮影回数カウントモードにおける表示遷移図である。
【図７】図６に続く撮影回数カウントモードにおける表示遷移図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態におけるカウント条件別再生モードの処理手順を示す
フローチャートである。
【図９】図８フローチャートに続く処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】カウント条件別再生モードにおける表示遷移図である。
【図１１】図１０に続くカウント条件別再生モードにおける表示遷移図である。
【図１２】図１１に続くカウント条件別再生モードにおける表示遷移図である。
【図１３】撮影条件データを示す概念図である。
【図１４】第７及び第８テーブルを示す概念図である。
【図１５】本発明の第２の実施の形態においける撮影シーンカウントモードの処理手順を
示すフローチャートである。
【図１６】本発明の第２の実施の形態の変形例における撮影シーンカウントモードの処理
手順を示すフローチャートである。
【図１７】同変形例において表示部に表示された登録人物へのタッチ状態を示す説明図で
ある。。
【符号の説明】
【０１３３】
　　１　　デジタルカメラ
　　１３　　ＣＣＤ
　　１５　　垂直ドライバ
　　２２　　制御部
　　２４　　ＶＲＡＭ
　　２６　　表示部
　　２８　　保存メモリ
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　　２９－１　　顔検出部
　　２９－２　　顔認識部
　　２９－３　　データベース
　　３０　　キー入力部
　　３１　　タッチパネル
　　４０　　顔認識テーブル
　　４６　　顔画像欄
　　５１　　第１テーブル
　　５２　　第２テーブル
　　５３　　第３テーブル
　　５４　　第４テーブル
　　５５　　第５テーブル
　　５６　　第６テーブル
　　５７　　第７テーブル
　　５８　　第８テーブル
　　１０１　　撮影条件データ
　　２６１　　スルー画像
　　２６２　　笑顔アイコン
　　２６３　　ツーショットアイコン
　　２６４　　主役アイコン
　　２６５　　アップアイコン
　　ＭＡ　　通常口サイズ
　　ＭＢ　　笑顔口サイズ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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